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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ラック軸の全長が短く且つ車輪の最大舵角を大
きめに設定した場合であっても、水分がハウジングの内
部に設けられたボールねじナットに接触することを防止
できるステアリング装置を提供する。
【解決手段】ねじ溝３６ラック歯部３２側において、ラ
ック軸３０の外周面とハウジング２１の内周面の一方に
固定され且つ他方に形成された円筒面２６にスライド自
在に接触する第一シール部材４５と、ねじ溝を挟んでラ
ック歯部とは反対側において、ラック軸の外周面とハウ
ジングの内周面の他方に固定され且つ一方に形成された
円筒面３７にスライド自在に接触する第二シール部材４
７と、を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体の幅方向である左右方向に延びる筒状ハウジングと、
　前記ハウジング内に自身の軸線まわりに回転不能に挿入され、前記軸線方向にスライド
することにより車輪の操舵角を変化させ且つ前記軸線方向の位置が互いに異なる二か所に
ラック歯部とねじ溝とが形成されたラック軸と、
　ステアリングホイールの回転力を前記ラック歯部に伝えることにより前記ラック軸をス
ライドさせるピニオンシャフトと、
　前記ハウジングの内部に設けられ且つ電動モータの回転力を前記ねじ溝に伝えることに
より前記ラック軸をスライドさせるボールねじナットと、
　前記ねじ溝より前記ラック歯部側において、前記ラック軸の外周面と前記ハウジングの
内周面の一方に固定され且つ他方に形成された前記軸線を中心とする円筒面にスライド自
在に接触する第一シール部材と、
　前記ねじ溝を挟んで前記ラック歯部とは反対側において、前記ラック軸の外周面と前記
ハウジングの内周面の前記他方に固定され且つ前記一方に形成された前記軸線を中心とす
る円筒面にスライド自在に接触する第二シール部材と、
　を備える、
　ステアリング装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のステアリング装置において、
　前記第一シール部材が、前記ラック軸の外周面に前記ラック歯部と前記ねじ溝との間に
位置させて形成された第一外周部に固定され且つ前記ハウジングの前記円筒面である第一
内周部に対してスライド自在に接触し、
　前記第二シール部材が、前記ハウジングの内周面に前記第一内周部とは位置をずらして
形成された第二内周部に固定され且つ前記ラック軸の外周面に前記ねじ溝を挟んで前記ラ
ック歯部とは反対側に位置させて形成された前記円筒面である第二外周部に対してスライ
ド自在に接触する、
　ステアリング装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のステアリング装置において、
　前記ラック軸が、前記ねじ溝が形成された大径部と、前記第一外周部が形成され且つ前
記大径部より小径の小径部と、を備え、
　前記第一シール部材の外径が前記大径部より大きく、
　前記ラック軸の前記ハウジングに対する相対位置が所定位置となったときに、前記大径
部が前記第一内周部に対して内周側から対向する、
　ステアリング装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３の何れか一項に記載のステアリング装置において、
　前記ハウジングの一部が、前記第一シール部材と前記第二シール部材との間に位置し且
つ隣接部に比べて径が大きい大径筒状部によって構成された、
　ステアリング装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のステアリング装置において、
　前記大径筒状部の内部に前記ボールねじナットが設けられた、
　ステアリング装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動モータの駆動力を利用して操舵アシストを行うステアリング装置に関す
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る。
【背景技術】
【０００２】
　図７は車両に設けられるステアリング装置の一例である。
　このステアリング装置は、車体下部の前側部分に固定される筒状ハウジングを有してい
る。このハウジングは車体の幅方向である左右方向に延びており、その両端部はともに開
口している。
【０００３】
　ハウジングにはラック軸が左右方向に移動可能且つ自身の軸線まわりに回転不能に挿入
されている。ラック軸の左右両端部は、左右の前輪にタイロッドを介して連結されている
。ラック軸の外周面の一部にはねじ溝とラック歯部が互いの位置を異ならせて形成されて
いる。
【０００４】
　さらにステアリング装置は、ラック軸のラック歯部に噛合するピニオンシャフトと、下
端においてピニオンシャフトに接続され且つ上端においてステアリングホイール（図示略
）が固定されたステアリングシャフト（図示略）と、を備えている。
【０００５】
　さらにハウジングの内周面には、軸受（図示略）を介して周知のボールねじナットの回
転ナットが回転可能に支持されている。
【０００６】
　さらに、ハウジングに設けられた電動モータ（図示略）が回転ナットに接続されている
。電動モータが回転すると、回転ナットがハウジングに対して回転し、さらにボールねじ
ナットの構成要素である複数のボールが、ラック軸のねじ溝と回転ナットに設けられた通
路を循環する。そのためラック軸がハウジングに対して左右方向にスライドする。
【０００７】
　ドライバーがステアリングホイールを回転操作すると、ステアリングシャフト及びピニ
オンシャフトが一緒に回転する。するとピニオンシャフトと噛み合っているラック軸がハ
ウジングに対して左右方向の一方向に相対スライドするので、左右の前輪の舵角が変化す
る。
　さらに、ドライバーがステアリングホイールを回転操作したときに、ステアリングシャ
フトの操舵トルクが操舵トルクセンサによって検出される。すると、制御装置（演算手段
）が操舵トルクに応じた目標操舵アシストトルクを演算し、さらに目標操舵アシストトル
クが得られるように電動モータを作動させる。その結果、電動モータの駆動力が回転ナッ
トに伝達されるので回転ナットが回転する。このときの回転ナットの回転方向は、ラック
軸を上記一方向にスライドさせる方向である。即ち、ナットの回転力は、ステアリング操
作によるラック軸のスライド動作をアシストする力となる。
【０００８】
　ところで、ボールねじナットには、ボールねじナットを円滑に動作させるためのグリー
スが塗布されている。
　仮にハウジングの外側からハウジング内に侵入した水分がグリースに接触すると、この
水分によってボールねじナットに塗布されたグリースが洗い流されてしまう。仮にグリー
スが洗い流されてしまうと、ボールねじナットの動作が不円滑になったり、ボールねじナ
ットの耐久性が低下したりしてしまう。
　そのため近年、水分によってボールねじナットのグリースが洗い流されてしまうことを
シール部材によって防止したいというニーズがある。
【０００９】
　そのため図７のステアリング装置では、弾性材料からなり且つラック軸及びハウジング
と同軸の環状をなす第一シール部材及び第二シール部材が、ハウジングの内周面の二箇所
にそれぞれ固定されている。第一シール部材は、ラック軸のねじ溝とラック歯部との間に
位置する円筒面である第一外周部に対してスライド自在に水密状態で接触している。一方
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、第二シール部材は、ラック軸のねじ溝を挟んでラック歯部と反対側に位置する円筒面で
ある第二外周部に対してスライド自在に水密状態で接触している。
【００１０】
　ピニオンシャフトの回転力又は（及び）電動モータの回転力がラック軸に伝わることに
よりラック軸がハウジングに対して左右方向に移動すると、第一シール部材と第二シール
部材とがラック軸の第一外周部と第二外周部とに対してそれぞれ摺動する。そして、ラッ
ク軸のハウジングに対する左右方向の相対位置に関らず、第一シール部材と第二シール部
材はラック軸の第一外周部と第二外周部とに対してそれぞれ接触する。
　従って、仮にハウジングの両端開口を通して水分がハウジング内に侵入しても、この水
分が第一シール部材及び第二シール部材とラック軸の外周面との間を通り抜けてボールね
じナットに塗布したグリースを洗い流してしまうおそれは小さい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００６－２５６５２８号公報
【発明の概要】
【００１２】
　仮にラック軸の第一シール部材と第二シール部材が接触する部位（第一外周部及び第二
外周部）に凹凸があると、第一シール部材及び第二シール部材とラック軸との間に隙間が
形成され、この隙間を通して水分がボールねじナット側に向かうおそれがある。そのため
、第一シール部材及び第二シール部材はラック軸の（凹凸のない）円筒面に対して接触さ
せる必要がある。
　さらにラック軸の左右方向移動に伴って第一外周部の第一シール部材に対する接触位置
及び第二外周部の第二シール部材に対する接触位置は左右方向に変化する。そのため第一
外周部及び第二外周部の左右方向長は、ラック軸の左右の移動限界位置間の距離（スライ
ド可能距離）以上でなければならない。
【００１３】
　しかし図７のステアリング装置のラック軸には、ピニオンシャフトと電動モータがそれ
ぞれ接続するラック歯部とねじ溝が形成されている。さらにラック軸の全長（左右方向長
）は、ステアリング装置が搭載される車両の車幅によって制限される。
【００１４】
　そのため車幅が狭い車両に搭載されるラック軸の外周面に、ラック歯部及びねじ溝を形
成し且つラック歯部及びねじ溝とは左右方向位置をずらしながら第一外周部及び第二外周
部を形成するためには、ラック歯部、ねじ溝、第一外周部及び第二外周部の左右長を短く
する必要がある。即ち、ラック歯部及びねじ溝の左右長を短くすることによりラック軸の
スライド可能距離を短くし、これに合わせて第一外周部及び第二外周部の左右長を短くす
る必要がある。
　しかしラック歯部及びねじ溝の左右長を短くすると、前輪の最大舵角が小さくなるので
、車両の旋回性能が低下してしまう。
【００１５】
　また、ラック軸を搭載する車両の車幅が狭い場合に前輪の最大舵角を大きめに設定する
と、ラック軸の全長が短いにも拘わらずラック歯部及びねじ溝の左右長は長くなる。その
ため、第一外周部及び第二外周部の左右長がラック軸のスライド可能距離より短くなって
しまう。
　この場合は、ラック軸がスライド動作を行うときに、第一シール部材と第二シール部材
が凹凸形状であるラック歯部とねじ溝に対してそれぞれ接触してしまう。そのためこの場
合は、第一シール部材及び第二シール部材とラック軸との間の隙間を通して水分がボール
ねじナット側に向かい、ボールねじナットのグリースが洗い流されてしまうおそれがある
。
【００１６】
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　本発明は、上述した課題に対処するためになされたものである。即ち、本発明の目的の
１つは、ラック軸の全長が短く且つ車輪の最大舵角を大きめに設定した場合であっても、
水分がハウジングの内部に設けられたボールねじナットに接触することを防止できるステ
アリング装置を提供することにある。
【００１７】
　上記目的を達成するための本発明のステアリング装置は、
　車体（１１）の幅方向である左右方向に延びる筒状ハウジング（２１）と、
　前記ハウジング内に自身の軸線まわりに回転不能に挿入され、前記軸線方向にスライド
することにより車輪（１５Ｌ、１５Ｒ）の操舵角を変化させ且つ前記軸線方向の位置が互
いに異なる二か所にラック歯部（３２）とねじ溝（３６）とが形成されたラック軸（３０
）と、
　ステアリングホイール（５３）の回転力を前記ラック歯部に伝えることにより前記ラッ
ク軸をスライドさせるピニオンシャフト（５０）と、
　前記ハウジングの内部に設けられ且つ電動モータ（４４）の回転力を前記ねじ溝に伝え
ることにより前記ラック軸をスライドさせるボールねじナット（４０）と、
　前記ねじ溝より前記ラック歯部側において、前記ラック軸の外周面と前記ハウジングの
内周面の一方に固定され且つ他方に形成された前記軸線を中心とする円筒面（２６、３３
）にスライド自在に接触する第一シール部材（４５）と、
　前記ねじ溝を挟んで前記ラック歯部とは反対側において、前記ラック軸の外周面と前記
ハウジングの内周面の前記他方に固定され且つ前記一方に形成された前記軸線を中心とす
る円筒面（２７、３７）にスライド自在に接触する第二シール部材（４７）と、
　を備える。
【００１８】
　本発明のステアリング装置では、ハウジングとラック軸との間をシールする二つのシー
ル部材（第一シール部材、第二シール部材）の一方をラック軸の外周面に固定し、他方を
ハウジングの内周面に固定している。そのためラック軸の軸線方向移動に伴って、一方の
シール部材はハウジングの内周面に形成された円筒面に対して摺動し、他方のシール部材
はラック軸の外周面に形成された円筒面に対して摺動する。
　このように他方のシール部材が摺動する摺動面のみをラック軸に形成し、一方のシール
部材が摺動する摺動面をハウジングに形成している。換言すると、ラック軸の外周面には
ラック歯部、ねじ溝及び他方のシール部材が摺動する円筒面のみを形成し、一方のシール
部材が摺動する円筒面は形成しない。
　そのためラック軸の全長が短い場合であっても、ラック軸にラック歯部、ねじ溝及び他
方のシール部材が摺動する円筒面をそれぞれの全長を長くしながら形成することが可能で
ある。
　従って、ラック軸の全長が短く且つ車輪の最大舵角を大きめに設定した場合であっても
、ハウジングの両端開口からハウジング内に侵入した水分がハウジングの内部に設けられ
たボールねじナットに接触することを防止できる。
【００１９】
　前記第一シール部材が、前記ラック軸の外周面に前記ラック歯部と前記ねじ溝との間に
位置させて形成された第一外周部（３３）に固定され且つ前記ハウジングの前記円筒面で
ある第一内周部（２６）に対してスライド自在に接触し、前記第二シール部材が、前記ハ
ウジングの内周面に前記第一内周部とは位置をずらして形成された第二内周部（２７）に
固定され且つ前記ラック軸の外周面に前記ねじ溝を挟んで前記ラック歯部とは反対側に位
置させて形成された前記円筒面である第二外周部（３７）に対してスライド自在に接触し
てもよい。
【００２０】
　車輪の最大舵角を大きめに設定しつつラック軸の第二外周部に第二シール部材を固定し
た場合は、第二シール部材が接触するハウジングの第二内周部を長めに形成する必要があ
るため、ハウジングの全長を長くしなければならない。しかし一般的に、車両においては
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ハウジングの周囲には様々な部材が設けられるため、これらの部材とハウジングとの干渉
を回避しなければならい。そのためにはハウジングの全長を短くするために、第二内周部
を短くしなければならない場合がある。しかしながらこの場合は、車輪の最大舵角を大き
めに設定すると、車輪の舵角が最大舵角となったときに第二シール部材がハウジングの第
二内周部以外の部位に接触してしまうおそれがある。即ち、車輪の舵角が最大舵角となっ
たときに、第二シール部材がハウジングの第二内周部に接触しなくなり、その結果、水分
がボールねじナットに接触するおそれがある。
　しかし本発明をこのように構成した場合は、車輪の最大舵角を大きめに設定した場合で
あっても、第二シール部材が固定される第二内周部を長めに形成する必要がない。そのた
め、ハウジングの全長を短くしつつ車輪の最大舵角を大きめに設定した場合であっても、
第二シール部材をラック軸の第二外周部に対して常に接触させることが可能になる。従っ
て、車輪の舵角が最大舵角となったときに、水分がボールねじナットに接触することを防
止できる。
【００２１】
　前記ラック軸が、前記ねじ溝が形成された大径部（３５）と、前記第一外周部が形成さ
れ且つ前記大径部より小径の小径部（３１）と、を備え、前記第一シール部材の外径が前
記大径部より大きく、前記ラック軸の前記ハウジングに対する相対位置が所定位置となっ
たときに、前記大径部が前記第一内周部に対して内周側から対向してもよい。
【００２２】
　第一シール部材を第一外周部に固定し且つ第二シール部材を第二内周部に固定した場合
は、第一内周部の第一シール部材より第二シール部材側に位置する部位とラック軸との間
に形成された環状空間の容積（大きさ）Ｖ１が、ラック軸のハウジングに対する相対位置
に応じて変化する。その一方で、ハウジングの第一内周部よりも第二シール部材側に位置
する部位とラック軸との間に形成された環状空間の容積Ｖ０は、ラック軸のハウジングに
対する相対位置が変化しても変わらない。
　仮にラック軸のスライド動作に伴う容積Ｖ１の変化量ΔＶ１が大きい場合には、ラック
軸のハウジングに対する相対位置が変化したときの第一シール部材と第二シール部材との
間のハウジングとラック軸との間に形成された環状空間（以下、シール部材間空間と呼ぶ
）の容積の変化率が大きくなる。換言すると、シール部材間空間における気圧の変化率が
大きくなる。
　仮にラック軸がスライド動作を行うときにシール部材間空間における気圧が大きく減少
すると、第一シール部材及び第二シール部材の外側の空気や水分が、第一シール部材と第
一外周部との間及び第二シール部材と第二内周部との間を通り抜けてシール部材間空間に
吸い込まれ易くなる。
　しかし、本発明をこのように構成した場合は、ラック軸のねじ溝が形成された部位の外
径を第一外周部が形成された部位の外径以下とした場合と比べて、容積Ｖ１が小さくなる
。そのため、ラック軸のスライド動作に伴う容積Ｖ１の変化量ΔＶ１も小さくなる。従っ
て、ラック軸がスライド動作を行うときのシール部材間空間における気圧の変化率が小さ
くなる。従って、シール部材間空間の気圧を減少させる方向にラック軸がスライドしたと
きに、第一シール部材及び第二シール部材の外側の空気や水分が、第一シール部材と第一
外周部との間及び第二シール部材と第二内周部との間を通り抜けてシール部材間空間に流
れ込むおそれが小さくなる。
【００２３】
　前記ハウジングの一部が、前記第一シール部材と前記第二シール部材との間に位置し且
つ隣接部に比べて径が大きい大径筒状部（２２）によって構成されてもよい。
【００２４】
　このように構成すると容積Ｖ０が大きくなる。そのため、ラック軸のスライド動作に伴
うシール部材間空間の容積の変化率が小さくなり、その結果、シール部材間空間における
気圧の変化率が小さくなる。
　従って、シール部材間空間の気圧を減少させる方向にラック軸がスライドしたときに、
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第一シール部材及び第二シール部材の外側の空気や水分が、第一シール部材と第一外周部
との間及び第二シール部材と第二内周部との間を通り抜けてシール部材間空間に吸い込ま
れるおそれをより小さくできる。
【００２５】
　前記大径筒状部の内部に前記ボールねじナットが設けられてもよい。
【００２６】
　ハウジング内にボールねじナットを設けるためには、ハウジングを大径にする必要があ
る。その一方で、ハウジング全体を大径にすると、ハウジングの周囲に設けられる部材の
レイアウトの自由度が低下してしまう。
　しかし本発明をこのように構成すると、ハウジングの周囲に設けられる部材のレイアウ
トの自由度の低下を抑制しつつ、ハウジング内にボールねじナットを設けることが可能に
なる。
【００２７】
　上記説明においては、発明の理解を助けるために、実施形態に対応する発明の構成に対
して、実施形態で用いた符号を括弧書きで添えているが、発明の各構成要件は、前記符号
によって規定される実施形態に限定されるものではない。
　本発明の他の目的、他の特徴及び付随する利点は、以下の図面を参照しつつ記述される
本発明の実施形態についての説明から容易に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態に係るステアリング装置を備える車両全体の模式的な平面図で
ある。
【図２】ピニオンシャフトの軸線上に位置する平面で切断したステアリング装置の縦断面
図である。
【図３】ラック軸が左側の移動限界位置まで移動したときの図２と同様の縦断面図である
。
【図４】ラック軸が右側の移動限界位置まで移動したときの図２と同様の縦断面図である
。
【図５】ラック軸全体の外径を略一定にした比較例のラック軸が左側の移動限界位置まで
移動したときのステアリング装置の縦断面図である。
【図６】図５の比較例のラック軸が右側の移動限界位置まで移動したときの図５と同様の
縦断面図である。
【図７】ハウジングの内周面に二つのシール部材を固定した比較例の図２と同様の縦断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態に係るステアリング装置について説明
する。
【００３０】
　まずはステアリング装置を備える車両１０の全体構造を図１を参照しながら簡単に説明
する。
　車両１０の車体１１の前部にはサスペンション（図示略）が設けられている。
　周知のようにサスペンションは主な構成要素として、サスペンションメンバ、アッパー
アーム、ロアアーム、キャリア、コイルスプリング及びショックアブゾーバ等を備えてい
る。
　左右のアッパーアームとロアアームとの先端部間には、それぞれキャリア（ナックルア
ーム）がキングピン軸まわりに回転可能として支持されている。左右のキャリアは前輪１
５Ｌ、１５Ｒをそれぞれ水平軸まわりに回転可能に支持している。
【００３１】
　車両１０の車体１１の後部にもサスペンション（図示略）が設けられており、このサス
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ペンションが左右の後輪１６Ｌ、１６Ｒをそれぞれ水平軸まわりに回転可能に支持してい
る。
【００３２】
　続いてステアリング装置２０の詳しい構造について各図面を参照しながら説明する。
　サスペンションメンバの上面には、車体１１の幅方向、即ち左右方向に延びる筒状のハ
ウジング２１が固定されている。
　図示するようにハウジング２１の長手方向の略中央部は、ハウジング２１の中で最も内
径が大きい略円筒状の大径筒状部２２によって構成されている。ハウジング２１の左側部
２３は大径筒状部２２より小径の円筒部によって構成されている。ハウジング２１の右端
部２４は大径筒状部２２より小径且つ左側部２３より大径の筒状部によって構成されてい
る。ハウジング２１の右端部２４と大径筒状部２２との間を構成する右側部２５は、大径
筒状部２２及び左側部２３と同軸をなし且つ左側部２３より小径の円筒部により構成され
ている。さらに右側部２５の内周面はハウジング２１の軸線を中心とする（凹凸のない）
円筒面からなる第一内周部２６となっており、左側部２３の内周面はハウジング２１の軸
線を中心とする（凹凸のない）円筒面からなる第二内周部２７となっている。
【００３３】
　ハウジング２１の内部には、左右方向に延びる棒状部材であるラック軸３０が同軸的に
挿入されている。ラック軸３０はハウジング２１に対して左右方向にスライド可能且つ自
身の軸線まわりに回転不能である。ラック軸３０の左右両端部は、ハウジング２１の左右
両端の開口を通ってハウジング２１の左右両側にそれぞれに位置している。
　ラック軸３０は小径部３１と、小径部３１から左側に延びる大径部３５と、を同軸的に
備えている。
　小径部３１の左右両端部を除く部分は円柱の一部を平面により切断した断面形状であり
、その平面により切断された部位にはラック歯部３２が形成されている。小径部３１の左
右両端部は互いに同軸をなす円柱形状であり、左端部の外周面はラック軸３０の軸線を中
心とする（凹凸のない）円筒面からなる第一外周部３３により構成されている。
　大径部３５は小径部３１と同軸をなす円柱形状であり、その外径は小径部３１より大き
く且つ右側部２５の内径より僅かに小さい。大径部３５の外周面にはねじ溝３６が螺旋状
に形成されている。さらに大径部３５の外周面のねじ溝３６より左側に位置する部位の外
周面はラック軸３０の軸線を中心とする（凹凸のない）円筒面からなる第二外周部３７に
より構成されている。
【００３４】
　図１に示すように、ラック軸３０の左右両端部には左右一対のタイロッド１８の内側端
部が接続されており、左右のタイロッド１８の外側端部は左右のキャリアに対してそれぞ
れ接続されている。
【００３５】
　さらに図２に示すようにハウジング２１の大径筒状部２２の内部には、ねじ溝３６の外
周側に位置する回転ナット４１が配設されている。回転ナット４１はラック軸３０と同軸
の筒状部材であり、その内周面にはねじ溝４２が螺旋状に形成されている。
　さらにハウジング２１の内部には、回転ナット４１の外周側に位置する従動プーリ（図
示略）が設けられている。この従動プーリは回転ナット４１と同軸の筒状体であり、その
内周面は回転ナット４１の外周面に固定されている。従動プーリの外周面の一部には歯部
が形成されている。
　従動プーリの外周面の歯部とは異なる部位は、図示を省略した軸受を介して大径筒状部
２２の内周面に回転可能且つ左右方向にスライド不能に支持されている。従って、回転ナ
ット４１及び従動プーリは、ハウジング２１に対してラック軸３０の軸線まわりに相対回
転可能である。
【００３６】
　さらにラック軸３０のねじ溝３６と回転ナット４１のねじ溝４２との間に形成された螺
旋状の通路には複数のボール４３が回転可能に挿入されている。
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　図示は省略してあるが、回転ナット４１の内部にはねじ溝４２の両端とそれぞれ連通し
且つ各ボール４３が移動可能な通路が形成されている。即ち、ねじ溝３６とねじ溝４２と
の間に形成された螺旋状の前記通路と、回転ナット４１の内部に形成された当該通路と、
により一つの環状通路が形成されている。従って、回転ナット４１がラック軸３０に対し
て相対回転すると、各ボール４３が自転しながらこの環状通路内を循環する。
　このように回転ナット４１及びボール４３が、ラック軸３０と連係する周知のボールね
じナット４０を構成している。従って、回転ナット４１がラック軸３０に対して相対回転
すると、ボール４３を環状通路内で循環させながら、ラック軸３０がハウジング２１及び
回転ナット４１に対して左右方向にスライドする。
　さらにボールねじナット４０には、ボールねじナット４０の回転動作を円滑にするため
のグリース（図示略）が塗布されている。
【００３７】
　さらにハウジング２１の大径筒状部２２の外周面に固定された第一支持部材（図示略）
には、電動モータ４４が固定されている（図１参照）。さらに第一支持部材には、電動モ
ータ４４の周囲を覆う防水カバー（図示略）が設けられている。電動モータ４４は、その
本体部から突出する回転出力軸（図示略）を備えている。回転出力軸には駆動プーリ（図
示略）が同軸的に固定されている。さらに図１に示すように、電動モータ４４は制御装置
６０に接続されている。
【００３８】
　ハウジング２１の大径筒状部２２には第一貫通孔（図示略）が形成されている。
　電動モータ４４の駆動プーリ及び従動プーリには、環状をなし且つ内周面に歯部を有す
るベルト（図示略）が掛け回されており、ベルトの歯部が駆動プーリ及び従動プーリと噛
み合っている。このベルトは、その一部が第一貫通孔を通してハウジング２１内に位置し
ており、ハウジング２１内において従動プーリと噛み合っている。
　電動モータ４４の駆動プーリが回転すると、この回転力がベルトを介して従動プーリに
伝わり、従動プーリ及び回転ナット４１が回転出力軸よりも遅い速度で回転する。
【００３９】
　ラック軸３０の第一外周部３３の外周面には、ラック軸３０と同軸の環状体であり且つ
弾性材料によって形成された第一シール部材４５が固定されている。図２乃至図４に示す
ように、第一シール部材４５の外径は大径部３５よりも大きい。さらに第一シール部材４
５の外周部は、僅かに弾性変形した状態でハウジング２１の第一内周部２６に水密状態で
接触している。さらに第一シール部材４５は第一内周部２６に対して摺動可能である。
　一方、ハウジング２１の第二内周部２７には、ハウジング２１と同軸の環状体であり且
つ弾性材料によって形成された第二シール部材４７が固定されている。図２乃至図４に示
すように、第二シール部材４７の内周部は僅かに弾性変形した状態でラック軸３０の第二
外周部３７に水密状態で接触している。さらに第二シール部材４７は第二外周部３７に対
して摺動可能である。
【００４０】
　ハウジング２１の右端部２４には第二貫通孔（図示略）が形成されている。そしてこの
第二貫通孔を介して、ピニオンシャフト５０がハウジング２１の内部に挿入されている。
ピニオンシャフト５０はハウジング２１によって自身の軸線方向に相対移動不能に支持さ
れている。ピニオンシャフト５０は自身の軸線まわりに回転可能であり、ハウジング２１
の内部においてラック軸３０のラック歯部３２と噛み合っている。
　図１に示すように、ピニオンシャフト５０には、棒状部材であるステアリングシャフト
５１の一端（下端）がユニバーサルジョイント５２を介して接続されている。さらにステ
アリングシャフト５１の他端（上端）にはステアリングホイール５３が固定されている。
　従って、車両１０に乗車しているドライバーがステアリングホイール５３を回転させる
と、この回転力がステアリングシャフト５１及びユニバーサルジョイント５２を介してピ
ニオンシャフト５０に伝わり、ピニオンシャフト５０が自身の軸線まわりに回転する。す
るとピニオンシャフト５０と噛み合っているラック軸３０がハウジング２１に対して左右
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方向に相対スライドするので、タイロッド１８及びキャリアを介してラック軸３０と連係
している前輪１５Ｌ、１５Ｒの舵角が変化する。
【００４１】
　ステアリングホイール５３の反時計方向の操舵角が最大操舵角となったときに、ラック
軸３０は図３に示すように左側の移動限界位置に位置する。このときラック軸３０の大径
部３５（ねじ溝３６）はハウジング２１の右側部２５（第一内周部２６）より左側に位置
する。
　ステアリングホイール５３の回転位置が、反時計方向の最大操舵角よりも時計方向側の
位置になると、大径部３５（ねじ溝３６）の一部が右側部２５（第一内周部２６）の内周
側に位置する。
　さらにステアリングホイール５３の時計方向の操舵角が最大操舵角となったときに、ラ
ック軸３０は図４に示すように右側の移動限界位置に位置する。このときラック軸３０の
ねじ溝３６の略右半分が右側部２５（第一内周部２６）の内周側に位置する。
【００４２】
　さらに図１に示すようにハウジング２１には、ピニオンシャフト５０の操舵トルク（回
転トルク）を検出するための操舵トルクセンサ５５が設けられている。図１に示すように
操舵トルクセンサ５５は制御装置６０に接続されている。
【００４３】
　続いて、以上構成のステアリング装置２０の動作及びこの動作に伴う車両１０の動作に
ついて説明する。
　車両１０に乗車しているドライバーが手でステアリングホイール５３を一方向に回転操
作すると、ピニオンシャフト５０が回転しラック軸３０がハウジング２１に対して左右方
向の一方向に相対スライドするので、タイロッド１８及びキャリアを介してラック軸３０
と連係している前輪１５Ｌ、１５Ｒの舵角が変化する。
【００４４】
　さらにピニオンシャフト５０が回転すると、操舵トルクセンサ５５がピニオンシャフト
５０の回転転操作トルク（操舵トルク）を検出し、検出値を制御装置６０へ送信する。す
ると、制御装置６０が送信された回転操作トルクに応じた目標操舵アシストトルクを演算
し、さらに目標操舵アシストトルクが得られるように電動モータ４４を作動させる。
【００４５】
　すると、電動モータ４４の回転出力軸及び駆動プーリが回転するので、駆動プーリと噛
み合っているベルトが回転する。するとベルトの回転力が従動プーリを介して回転ナット
４１に伝わるので、回転ナット４１がラック軸３０に対して相対回転し、回転ナット４１
（ねじ溝４２）の回転力がボール４３を介してラック軸３０（ねじ溝３６）に伝達される
。即ち、回転ナット４１の回転力が、ステアリングホイール５３によって一方向にスライ
ドさせられたラック軸３０を当該一方向にスライドさせるためのアシスト力としてラック
軸３０に伝達される。従って、ドライバーは大きな力をステアリングホイール５３に付与
することなく且つ前輪１５Ｌ、１５Ｒが所望の操舵角となるように、ラック軸３０をスラ
イドさせることが可能である。
【００４６】
　さらにハウジング２１とラック軸３０との間をシールする二つのシール部材の一方であ
る第一シール部材４５をラック軸３０の第一外周部３３に固定し、他方である第二シール
部材４７をハウジング２１の第二内周部２７に固定している。そしてラック軸３０のハウ
ジング２１に対する左右方向移動に伴って、第一シール部材４５はハウジング２１の第一
内周部２６に対して摺動し、第二シール部材４７はラック軸３０の第二外周部３７に対し
て摺動する。
【００４７】
　このように一方のシール部材（第二シール部材４７）が摺動する円筒面（第二外周部３
７）のみをラック軸３０に形成し、他方のシール部材（第一シール部材４５）が摺動する
円筒面（第一内周部２６）をハウジング２１に形成している。換言すると、ラック軸３０
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の外周面にはラック歯部３２、ねじ溝３６及び第二シール部材４７が摺動する第二外周部
３７が形成される一方で、第一シール部材４５の摺動面である第一内周部２６は形成され
ていない。また第一外周部３３は第一シール部材４５の左右長と同じ長さだけあれば足り
るので、第一外周部３３の左右長は短くすることが可能である。
　そのためラック軸３０の全長（左右方向長）が短い場合であっても、ラック軸３０にラ
ック歯部３２、ねじ溝３６及び第二シール部材４７が摺動する第二外周部３７を、それぞ
れの全長を長くしながら形成することが可能である。
　従って、ラック軸３０の全長が短く且つ前輪１５Ｌ、１５Ｒの最大舵角を大きめに設定
した場合（即ち、ラック軸３０の左右方向のスライド可能距離が長い場合）であっても、
ハウジング２１の左右両端開口からハウジング２１内に侵入した水分がボールねじナット
４０側に向かうおそれは小さい。そのため、ボールねじナット４０に塗布したグリースが
水分によって洗い流され、その結果、ボールねじナット４０の動作が不円滑になったり、
ボールねじナット４０の耐久性が低下したりするおそれは小さい。
【００４８】
　なお、前輪１５Ｌ、１５Ｒの最大舵角を大きめに設定しつつラック軸３０の第二外周部
３７に第二シール部材４７を固定する（且つハウジング２１の第一内周部２６に第一シー
ル部材４５を固定する）ことも可能である。この場合は、第二シール部材４７が接触する
第二内周部２７を長めに形成する必要があるため、ハウジング２１の全長を長くしなけれ
ばならない。
　但し、一般的に車両１０のハウジング２１周囲の空間には様々な部材が設けられるため
、これらの部材との干渉を避けるためにハウジング２１の全長を短くしなければならない
場合がある。しかしながらハウジング２１の全長を短くした場合は、前輪１５Ｌ、１５Ｒ
の反時計方向の舵角が最大舵角となったときに、第二シール部材４７がハウジング２１の
左端部からハウジング２１の外側に脱落するおそれがある。換言すると、前輪１５Ｌ、１
５Ｒの反時計方向の舵角が最大舵角となったときに、第二シール部材４７がハウジング２
１の第二内周部２７に接触しなくなり、その結果、水分が第二内周部２７とラック軸３０
との間の環状空間を通ってボールねじナット４０へ向かうおそれがある。
【００４９】
　しかし本実施形態のステアリング装置２０のように第二シール部材４７をハウジング２
１の第二内周部２７に固定した場合は、前輪１５Ｌ、１５Ｒの最大舵角を大きめに設定し
た場合であっても、第二シール部材４７を固定する第二内周部２７を長めに形成する必要
がない。そのため、ハウジング２１の全長を短くしつつ前輪１５Ｌ、１５Ｒの最大舵角を
大きめに設定した場合（即ち、ラック軸３０の左右方向のスライド可能距離を長めに設定
した場合）であっても、第二シール部材４７をラック軸３０の第二外周部３７に対して常
に接触させることが可能である。
　従って、前輪１５Ｌ、１５Ｒの舵角が最大舵角となったときに、第二シール部材４７と
ラック軸３０の第二外周部３７との間を通って水分がボールねじナット４０側に向かうお
それは小さい。
【００５０】
　さらに図５及び図６は比較例のステアリング装置２０’を示している。このステアリン
グ装置２０’ではラック軸３０’の外径はその全長に渡って略一定である。換言するとラ
ック軸３０’はラック軸３０の小径部３１と大径部３５に対応する構成を備えていない。
【００５１】
　ステアリング装置２０では、第一内周部２６の左端部と第一シール部材４５が接触する
位置との間の部位とラック軸３０との間に形成された環状空間の容積Ｖ１は、ラック軸３
０のハウジング２１に対する相対位置に応じて変化する。同様にステアリング装置２０’
においても、第一内周部２６の左端部と第一シール部材４５が接触する位置との間の部位
とラック軸３０との間に形成された環状空間の容積Ｖ１’は、ラック軸３０のハウジング
２１に対する相対位置に応じて変化する。その一方で、いずれのステアリング装置２０、
２０’においてもハウジング２１の内周面の第一内周部２６の左端部と第二シール部材４



(12) JP 2017-128182 A 2017.7.27

10

20

30

40

50

７との間に位置する部位とラック軸３０との間に形成された環状空間の容積Ｖ０は、ラッ
ク軸３０、３０’のハウジング２１に対する相対位置が変化しても一定である。
【００５２】
　図５はステアリング装置２０’のラック軸３０’が左側の移動限界位置に位置する場合
を示しており、図６はステアリング装置２０’のラック軸３０’が右側の移動限界位置に
位置する場合を示している。
　図５のときステアリング装置２０’の容積Ｖ１’は最少値Ｖ１ａ’であり、図６のとき
ステアリング装置２０’の容積Ｖ１’は最大値Ｖ１ｂ’となり、図５と図６の間の容積Ｖ
１’の変化量はΔＶ１’（＝Ｖ１ｂ’－Ｖ１ａ’）である。
　ラック軸３０’の外径はその全長に渡って略一定である。換言すると、ラック軸３０’
のねじ溝３６が形成された部位の外径は、第一外周部３３が形成された部位の外径より大
きくない。そのため、ステアリング装置２０’の第一内周部２６とラック軸３０’（第一
外周部３３、ねじ溝３６）との間に形成される環状空間の断面積Ａ’は大きくなる。従っ
て、図５と図６の間の容積Ｖ１’の変化量ΔＶ１’は大きい値となる。そのため、ラック
軸３０’が左右の移動限界位置の間を移動するときの第一シール部材４５と第二シール部
材４７との間のハウジング２１とラック軸３０’との間に形成された環状空間（シール部
材間空間）の容積の変化率（＝ΔＶ１’／(Ｖ０＋Ｖ１ａ’)）は大きくなる。換言すると
、シール部材間空間における気圧の変化率が大きくなる。
　仮にラック軸３０’のスライド動作に伴ってシール部材間空間における気圧が大きく減
少すると、第一シール部材４５及び第二シール部材４７の外側の空気や水分が、第一シー
ル部材４５と第一内周部２６との間及び第二シール部材４７と第二外周部３７との間を通
り抜けてシール部材間空間に吸い込まれ易くなる。即ち、水分によってボールねじナット
４０に塗布したグリースが洗い流されるおそれが大きくなる。
【００５３】
　これに対して本実施形態のステアリング装置２０では、ラック軸３０のねじ溝３６が形
成された部位である大径部３５の外径が、ラック歯部３２が形成された部位である小径部
３１よりも大きい。そのため、ラック軸３０が左側の移動限界位置（図３の位置）と右側
の移動限界位置（図４の位置）と間で移動するときのステアリング装置２０の第一内周部
２６とラック軸３０（大径部３５）との間に形成される環状空間の断面積Ａは断面積Ａ’
より小さくなる。従って、図３と図４の間の容積Ｖ１の変化量ΔＶ１は変化量ΔＶ１’よ
り小さくなる。そのため、ラック軸３０が左右の移動限界位置の間を移動するときのシー
ル部材間空間の容積の変化率（＝ΔＶ１／（Ｖ０＋Ｖ１ａ）。なお、図３におけるＶ１が
Ｖ１ａである）はステアリング装置２０’と比べて小さくなり、ステアリング装置２０の
シール部材間空間における気圧の変化率はステアリング装置２０’よりも小さくなる。
　従って、ステアリング装置２０のシール部材間空間の気圧を減少させる方向にラック軸
３０がスライドしたときに、第一シール部材４５及び第二シール部材４７の外側の空気や
水分が、第一シール部材４５と第一内周部２６との間及び第二シール部材４７と第二外周
部３７との間を通り抜けてシール部材間空間に吸い込まれ難い。即ち、水分によってボー
ルねじナット４０に塗布したグリースが洗い流されるおそれは小さい。
【００５４】
　さらにステアリング装置２０のハウジング２１の第一シール部材４５と第二シール部材
４７との間に位置する部位には、隣接部に比べて内径が大きい大径筒状部２２が形成され
ている。即ち、ハウジング２１の内周面の第一内周部２６の左端部と第二シール部材４７
との間に位置する部位とラック軸３０との間に形成された環状空間の容積Ｖ０は、大径筒
状部２２が形成されていない場合と比べて大きい。
　そのためステアリング装置２０におけるラック軸３０が左右の移動限界位置の間を移動
するときのシール部材間空間の容積の変化率（＝ΔＶ１／（Ｖ０＋Ｖ１ａ）は、ハウジン
グ２１に大径筒状部２２が形成されていない場合と比べて小さい。
　従って、ステアリング装置２０は大径筒状部２２が形成されていない場合と比べて、水
分や空気が第一シール部材４５と第一内周部２６との間及び第二シール部材４７と第二外
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【００５５】
　さらに、ハウジング２１内にボールねじナット４０を設けるためには、ハウジング２１
を大径にする必要がある。その一方で、ハウジング２１全体を大径にすると、ハウジング
２１の周囲に設けられる部材のレイアウトの自由度が低下してしまう。
　しかし本実施形態のハウジング２１は、ボールねじナット４０を設ける部位である大径
筒状部２２の径を大きくする一方で、大径筒状部２２に隣接する左側部２３及び右側部２
５の径を小さくしている。
　そのため、ハウジング２１の周囲に設けられる部材のレイアウトの自由度の低下を抑制
しつつ、ハウジング２１内にボールねじナット４０を設けることを可能にしている。
【００５６】
　以上、本発明を上記各実施形態に基づいて説明したが、本発明は上記実施形態に限定さ
れるものではなく、本発明の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
　例えば、ハウジング２１の第一内周部２６に固定した第一シール部材（上記実施形態の
第二シール部材４７と同一構造のシール部材）をラック軸３０の第一外周部３３に摺動可
能に接触させ且つラック軸３０の第二外周部３７に固定した第二シール部材（上記実施形
態の第一シール部材４５と同一構造のシール部材）をハウジング２１の第二内周部２７に
摺動可能に接触させてもよい。
【００５７】
　ハウジング２１に左側から順番に右端部２４、第一内周部２６、大径筒状部２２及び第
二内周部２７を形成し、且つ、ラック軸３０に左側から順番にラック歯部３２、第一外周
部３３、ねじ溝３６及び第二外周部３７を形成してもよい。
【００５８】
　ラック軸３０に小径部３１と大径部３５を設けずに、ラック軸３０の外径を全長に渡っ
て略一定にしてもよい。
【符号の説明】
【００５９】
　２０・・・ステアリング装置、２１・・・ハウジング、２２・・・大径筒状部、２６・
・・第一内周部、２７・・・第二内周部、３０・・・ラック軸、３１・・・小径部、３２
・・・ラック歯部、３３・・・第一外周部、３５・・・大径部、３６・・・ねじ溝、３７
・・・第二外周部、４０・・・ボールねじナット、４１・・・回転ナット、４２・・・ね
じ溝、４３・・・ボール、４４・・・電動モータ、４５・・・第一シール部材、４７・・
・第二シール部材、５０・・・ピニオンシャフト。
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